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第１章第１章第１章第１章    計画策定にあたって計画策定にあたって計画策定にあたって計画策定にあたって    

    

 １ 特定健康診査・特定保健指導の導入の趣旨 

   健診等の保健事業については、老人保健法や医療保険各法に基づいて市町村、企業、医療保

険者によって実施されていたが、各健診の役割分担が不明確である、受診者に対するフォロー

アップが不十分であるとの指摘がされていた。 

   このため、健診・保健指導については、 

（1） 適切に実施することにより、将来の医療費の削減効果が期待され、医療保険者が最も大 

きな恩恵を受けること。 

  （2） 医療費のデータと健診・保健指導のデータを突合することができ、より効果的な方法等 

を分析できること。 

  （3） 対象者の把握を行いやすいこと。 

から、保険者が実施主体となることにより、被保険者の健診受診率の向上が見込まれるほか、

十分なフォローアップ（保健指導）も期待できることから、保険者にその実施が義務付けられ

たものである。 

 

   上記の趣旨により三浦市国民健康保険は「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、平

成２０年度から糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健康診査及び特定保健指導を行うこと

とする。 

 

２ 特定健康診査・特定保健指導の対象となる生活習慣病 

   特定健康診査・特定保健指導の対象となる生活習慣病は、メタボリックシンドローム（内臓

脂肪症候群、以下同じ。）の該当者・予備群とする。 

３ メタボリックシンドロームに着目する意義 

平成１７年４月に日本内科学会等内科系８学会が合同でメタボリックシンドロームの疾患

概念と診断基準を示した。 

これは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧を呈する病態であ

り、それぞれが重複した場合は、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高く、内臓脂肪

を減少させることでそれらの発症リスクの低減が図られるという考え方を基本としている。 

すなわち、内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、高脂血症、高血圧は予防可能であり、また、

発症してしまった後でも、血糖、血圧等をコントロールすることにより、心筋梗塞等の心血管

疾患、脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析を必要とする腎不全などへの進展や重症化を予防する

ことは可能であるという考え方である。 

メタボリックシンドロームの概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積、体重増加が血糖

や中性脂肪、血圧などの上昇をもたらすとともに、様々な形で血管を損傷し、動脈硬化を引き

起こし、心血管疾患、脳血管疾患、人工透析の必要な腎不全などに至る原因となることを詳細

にデータで示すことができるため、健診受診者にとって、生活習慣と健診結果、疾病発症との

関係が理解しやすく、生活習慣の改善に向けての明確な動機づけができるようになると考える。 
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４ 内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための特定健康診査・特定保健指導の基本的

な考え方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   これまでの健診・保健指導   これからの健診・保健指導 

健診・保健 

指導の関係 

 

健診に付加した保健指導 

  内臓脂肪型肥満に着目した生活習

慣病予防のための保健指導を必要

とする者を抽出する健診 

   

   

特  徴 
 プロセス（過程）重視の保健

指導 

  
結果を出す保健指導 

   

目  的 

 

個別疾患の早期発見・早期

治療 

  内臓脂肪型肥満に着目した早期 

介入・行動変容    

   リスクの重複がある対象者に対し、医

師、保健師、管理栄養士等が早期に介

入し、行動変容につながる保健指導を

行う 

   

   

内  容 

 

健診結果の伝達、理想的な

生活習慣に係る一般的な情

報提供 

  自己選択と行動変容 

   対象者が代謝等の身体のメカニズムと

生活習慣との関係を理解し、生活習慣

の改善を自らが選択し、行動変容につ

なげる 

   

   

保健指導の

対象者 

 

健診結果で「要指導」と指摘

され、健康教育等の保健事

業に参加した者 

  健診受診者全員に対し、必要度に

応じ、階層化された保健指導を提

供 
   

   リスクに基づく優先順位をつけ、保健指

導の必要性に応じて「情報提供」「動機

づけ支援」「積極的支援」を行う 

   

   

方  法 

 

一時点の健診結果のみに基

づく保健指導 

 

画一的な保健指導 

  健診結果の経年変化及び将来予

測を踏まえた保健指導    

   データ分析等を通じて集団としての

健康課題を設定し、目標に沿った

保健指導を計画的に実施 

   

   

   個々人の健診結果を読み解くとと

もに、ライフスタイルを考慮した保

健指導 
   

評  価 

 アウトプット（事業実施量） 

評価 

  アウトカム（結果）評価 

     

 
実施回数や参加人数 

  糖尿病等の有病者・予備群の 

２５％減少    

実施主体 
 

三浦市 
  

三浦市国民健康保険 
   

      

 

最新の科

学的知識

と、課題抽

出のため

の分析 

行動変容

を促す手

法 
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５ 計画の性格 

   この計画は、国の特定健康診査等基本指針（高齢者の医療の確保に関する法律第１８条）

に基づき、三浦市が策定する計画であり、都道府県医療費適正化計画及び健康増進計画と十

分な整合性を図るものとする。 

６ 計画の期間 

   この計画は５年を一期とし、第１期は平成２０年度から平成２４年度とし、５年ごとに見

直しを行う。 

７ 計画の目標値 

   この計画の実行により、メタボリックシンドロームの該当者・予備群を平成２７年度まで

に２５％減少することを目標とする。 

    

第２章第２章第２章第２章    三浦市の特徴（健康状態の現状と課題等）三浦市の特徴（健康状態の現状と課題等）三浦市の特徴（健康状態の現状と課題等）三浦市の特徴（健康状態の現状と課題等）    

    

  人口 ４９，３７１人 

  被保険者総数 ２４，３３８人 

                          （平成２０年１月１日現在） 

国民健康保険加入率 ４９．３％（県平均３７．３５％ 平成１８年３月３１日）と高い。 

  老年人口 ２５．２％（県平均１７．８％ 平成１９年１月１日）と高い。 

                           

 １ 要介護状態になった原因の疾患は、１位 脳血管疾患、２位 初老期における認知症、３ 

位 慢性関節リウマチ、４位 脊柱間狭窄、５位 パーキンソン病となっている。 

 ２ 生活習慣病の受診状況をみると、１位 高血圧性疾患及び合併症、２位 高脂血症、３位  

虚血性心疾患、４位 糖尿病及び合併症、５位 脳血管疾患の順に多い。 

 ３ 生活習慣病の医療費が総医療費の５７．３％を占めている。 

 ４ 生活習慣病の医療費で多い順は、１位 高血圧性疾患及び合併症３８．０％、２位 虚血 

性心疾患２９．７％、３位 糖尿病及び合併症２４．１％、４位 高脂血症１６．８％、５ 

位 脳血管疾患１２．２％である。 

 ５ 特に５０～５５歳の男性の医療費を見ると７１％が生活習慣病によるもので、高血圧性疾 

患及び合併症・虚血性心疾患・糖尿病及び合併症・高脂血症が多い。 

 ６ 月額２００万円以上の高額医療費を見ると、虚血性心疾患・事故・悪性新生物・変形性股 

関節症・腰部脊柱管狭窄症であり、それぞれ基礎疾患に高血圧・高脂血症・高尿酸をひとつ 

又は重複して有していた。 

７ 平成１８年度の基本健康診査受診者の４０～７４歳（２，３１０人）の有所見判定者状況

を見ると、「異常なし」１１．３％(２６２人)「要指導」が３０．３％（７００人）「要医療」

５８．４％（１，３４８人）であった。 

・ 男女別に見ると、「異常なし」は男性８．３％、女性１２．５％と女性のほうが高くな

っている。年齢別では、年齢を追うごとに「異常なし」の人が少なくなっている。 
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・ 受診者のうち、高血圧、高脂血症、糖尿病の有所見者については高血圧４８．０％（１，

１０９人）高脂血症５３．１％（１，２２６人）糖尿病２８．９％（６６７人）と高

く、高血圧、糖尿病は年齢を追うごとに高くなっている。高脂血症では、４０～４９

歳ですでに４７．７％と高値を示し、４０代からすでに生活習慣病が始まっているこ

とが伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受診者判定別割合―全体―(グラフ) 

5.6%

66.1%

25.8%

8.5%
6.3%

10.1%12.3%

51.8%

38.2%

27.6%
29.8%

28.8%

26.9%

42.6%

53.2%60.1%
59.0%

47.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75歳以上

異常なし

要指導

要医療

受診者判定別割合―全体―（表） 

男 女 合計 合計 合計 合計
(人） (人） (人） (人） (％） (人） (％） (人） (人） (％） (人） (％） (人） (人） (％） (人） (％） (人）

40～49歳 57 207 264 8 14.0% 60 29.0% 68 14 24.6% 57 27.5% 71 35 61.4% 90 43.5% 125

50～59歳 117 495 612 16 13.7% 59 11.9% 75 26 22.2% 150 30.3% 176 75 64.1% 286 57.8% 361

60～64歳 135 361 496 13 9.6% 37 10.2% 50 38 28.1% 110 30.5% 148 84 62.2% 214 59.3% 298

65～69歳 170 334 504 7 4.1% 25 7.5% 32 50 29.4% 89 26.6% 139 113 66.5% 220 65.9% 333

70～74歳 161 273 434 9 5.6% 28 10.3% 37 61 37.9% 105 38.5% 166 91 56.5% 140 51.3% 231

640 1,670 2,310 53 8.3% 209 12.5% 262 189 29.5% 511 30.6% 700 398 62.2% 950 56.9% 1,348

異常なし 要指導 要医療
男 女 男 女 男 女

受診者年齢別有所見者割合―全体―(グラフ) 

23.1%

42.2%

11.0%

54.6%57.1%53.4%
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以上のとおりの現状から、生活習慣病の発症と重症化の予防が重要であり、そのためには、 

特に４０歳から５０歳代のメタボリックシンドローム対策を優先的に取り組む必要がある 

と考える。 

 

第３章第３章第３章第３章    特定特定特定特定健康診査健康診査健康診査健康診査・特定保健指導の実施・特定保健指導の実施・特定保健指導の実施・特定保健指導の実施    

    

１ 目標値の設定 

    特定健康診査等基本指針（案）に掲げる参酌標準をもとに、平成２０年度から平成 

２４年度までにおける特定健康診査実施率・特定保健指導実施率等の目標値を、次のと

おりとする。 

 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

特定健康診査実施率 ３０％ ４５％ ５５％ ６０％ ６５％ 

特定保健指導実施率 ２５％ ３０％ ３５％ ４０％ ４５％ 

メタボリックシンド

ロームの該当者及び

予備群の減少率 

 

 

 

 

 

 

 

 １０％ 
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２ 特定健康診査等の対象者 

 

 

 

 特定健康診査 特定保健指導 

年 齢 対象者数 
受診者数 

（見込み） 
対象者数 

実施者数 

（見込み） 

 

平成２０年度 

 

４０－６４ ７，１９３ ２，１５８ ６３７  

６５－７４ ５，５４７ １，６６４ ３２８ 

４０－７４ １２，７４０ ３，８２２ ９６５ ２４１ 

 

平成２１年度 

 

４０－６４  ７，０６１ ３，１７７ ９４０  

６５－７４  ５，７０１ ２，５６５ ５０５ 

４０－７４ １２，７６２ ５，７４２ １，４４５ ４３４ 

 

平成２２年度 

 

４０－６４  ７，０５５ ３，８８０ １，１４８  

６５－７４  ５，６２２ ３，０９２ ６１０ 

４０－７４ １２，６７７ ６，９７２ １，７５８ ６１５ 

 

平成２３年度 

 

４０－６４  ７，０３６ ４，２２２ １，２４９  

６５－７４  ５，５５４ ３，３３２ ６５８ 

４０－７４ １２，５９０ ７，５５４ １，９０７ ７６３ 

 

平成２４年度 

 

４０－６４  ６，７９０ ４，４１４ １，３０８  

６５－７４  ５，７５９ ３，７４３ ７３８ 

４０－７４ １２，５４９ ８，１５７ ２，０４６ ９２１ 

 

特定保健指導の対象者数の推計は国が示した「第６回標準的な健診・保健指導のあり方

に関する検討会」の資料で示されている。今回、当市で平成１８年度に行った、成人健康

診査の結果から保健指導の発生率を積算した数字を用いて換算した。（下記表） 

 

 動機付け支援 積極的支援 

三浦市 国 三浦市 国 

４０～６４歳 
男 性 ６．８％ １１．８％ ３２．７％ ２４．６％ 

女 性 ６．７％ １１．２％ １１．２％ ６．０％ 

６５～７４歳 
男 性 １５．７％ ２７．６％ ― ― 

女 性 ２１．９％ １５．２％ ― ― 

 

 ３ 特定健康診査等の実施方法 

（1） 実施場所 

医療機関や市民センター等の施設の活用により身近な場所で受診できるよう受診

者の利便を考慮する。 

ア 特定健康診査 

      個別健診  市内１５医療機関（１４診療所、三浦市立病院） 

      集団健診  三浦合同庁舎、南下浦市民センター、初声市民センター及び地区の

施設 
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イ 特定保健指導 

三浦合同庁舎、南下浦市民センター、初声市民センターなど特定健康診査を実施

した施設での初回面接。その他健康ぷらっとなどの施設を利用した教室。対象者の

自宅への訪問や電話などで実施する。 

（2） 実施項目 

    ア 特定健康診査 

（ア）基本的な健診の項目 

項 目 備 考 

既往歴の調査 服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査（質問票）を含む 

自覚症状及び他覚症状 

の有無の検査 
理学的検査（身体診察） 

身長、体重及び腹囲の 

測定 

腹囲の測定は、厚生労働大臣が定める基準（ＢＭＩが２０未満の者、 

もしくはＢＭＩが２２未満で自ら腹囲を測定し、その値を申告した 

者）に基づき、医師が必要でないと認める時は、省略可 

腹囲の測定に代えて、内臓脂肪面積の測定でも可 

ＢＭＩの測定 ＢＭＩ＝体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）の２乗 

血圧の測定  

肝機能検査 

血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ（ＧＯＴ） 

血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ（ＧＰＴ） 

ガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ（γ―ＧＴＰ） 

血中脂質検査 

血清トリグリセライド（中性脂肪）の量 

高比重リポ蛋白コレステロール（ＨＤＬコレステロール）の量 

低比重リポ蛋白コレステロール（ＬＤＬコレステロール）の量 

血糖検査 
空腹時血糖 

ヘモグロビンＡ１ｃ（ＨｂＡ１ｃ） 

腎機能検査 

尿酸 

尿素窒素 

クレアチニン 

尿検査 尿中の糖及び蛋白の有無 
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（イ）詳細な健診の項目 

追加項目 実施できる条件（判断基準） 

貧血検査（ヘマトクリッ 

ト値、血色素量及び赤血 

球数の測定） 

貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 

 

 

 

心電図検査（１２誘導心 

電図） 

眼底検査 

 

 

 

医師の判断に基づき必要と認める者または、前年度の特定健康診査

の結果等において、血糖、脂質、血圧及び肥満の全てについて、次

の基準に該当した者 

血糖 空腹時血糖値が１００ｍｇ／ｄｌ以上、ＨｂＡ１ｃが

５．２％以上 

脂質 
中性脂肪１５０ｍｇ／ｄｌ以上、またはＨＤＬコレス

テロール４０ｍｇ／ｄｌ未満 

血圧 収縮期１３０ｍｍＨｇ、または拡張期８５ｍｍＨｇ 

以上 

肥満 

 

 

腹囲が８５ｃｍ以上（男性）・９０ｃｍ以上（女性）の

者（内臓脂肪面積の測定が出来る場合には、内臓脂肪

面積が１００平方ｃｍ以上）、または腹囲が８５ｃｍ未

満（男性）９０ｃｍ未満（女性）の者でＢＭＩが２５

以上の者 
 

    イ 特定保健指導 

       生活習慣病のリスクに応じて、「動機づけ支援」・「積極的支援」に区分して実施

をする。 

       また、「動機づけ支援」・「積極的支援」以外の特定健康診査受診者には健康状態

を悪化させないように健康状況にあわせた適切な情報提供を行う。 

     （ア）「動機づけ支援」 初回面接として、特定健康診査終了後その結果をもとに、

生活改善のための指導を行う。また、６か月後健康状況、生

活状況の変化について、確認評価を電話などで行う。 

     （イ）「積極的支援」  初回面接として、特定健康診査終了後その結果をもとに生

活改善のための指導を行う。その後、対象者の希望にあわせ、

教室支援コース、訪問支援コースを行う。 

     （ウ）「情報提供」   特定健康診査の結果に応じ、健康情報の提供としてリーフ

レットを提供する。  

       特定保健指導の方法は、実施状況や地域の状況に応じて検討し見直していく必

要がある。 

  （3） 実施時期及び期間 

    ア 特定健康診査 

       平成２０年度においては、個別健診は、５月から翌年１月までの間、医療機関

の指定する日に行う。また、集団健診は、５月から翌年１月までの間、１４回行

う。 

       平成２１年度以降は平成２０年度の受診状況を踏まえ、特定健康診査の実施企

画を行う。 
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 イ 特定保健指導 

       ６月から翌年３月までの間、随時行う。 

（ア）初回面接は、特定健康診査受診から、１か月から２か月の間を目安に実施 

する。 

（イ）動機付け支援は、初回面接から、約６か月後に電話などで状況を確認し評価

を行う。 

（ウ）積極的支援 

ａ 教室支援コース 初回面接終了後、３か月程度の教室と個人支援を行う。 

   ｂ 訪問支援コース 初回面接終了後、個別の訪問と電話による支援を行う。 

（エ）情報提供 特定健康診査の結果を渡す時に、リーフレットを提供する。 

保健指導の対象者でありながら、保健指導未実施の者には、電話や面接にて生活習

慣改善の必要性について説明し、保健指導を受けるように勧奨する。また、実施方法

については平成２０年度の実施結果を踏まえ、検討し平成２１年度以降対応していく。 

  （4） 委託の有無及び契約形態 

ア 特定健康診査 

       個別健診を市内医療機関で実施するため三浦市医師会に単年度契約を結び、委

託する。 

       また、集団健診を市内３ヶ所と地区の施設で実施するため健診機関と個別に単

年度契約を結び、委託する。 

イ 特定保健指導 

   平成２０年度においては、市保健師等が実施する。 

   なお、平成２１年度以降については、平成２０年度の実施を踏まえ、積極的支

援及び動機づけ支援は、委託もしくは市保健師等にて実施する。 

（5） 委託選定にあたっての考え方 

    ア 特定健康診査 

     （ア）実施機関により測定値及び判定値が異ならないよう健診の精度管理を行う。 

     （イ）健診機関は、敷地内禁煙とする。 

      （ウ）委託先事業者は、個人情報保護対策が適切に取り扱われていること。 

      など「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」第２編第６章「健診の実施

に関するアウトソーシング」の考え方に基づいた契約を行う。 

    イ 特定保健指導 

     （ア）委託に際して役割分担、責任を明確にし、適切な保健指導の実施を図る。 

     （イ）事業の企画・評価は三浦市国保主管課が行う。 

     （ウ）委託先事業者は、個人情報保護対策が適切に取り扱われていること。 

など「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)」第３編第６章「保健指導の実

施に関するアウトソーシング」の考え方に基づいた契約を行う。 

（6） 代行機関の利用 

契約した市内医療機関、健診機関、保健指導実施機関等からの費用の請求・支払い

及び健診データ・保健指導データの管理、保健指導対象者の階層化、特定健康診査受

診券の作成（発送は保険者が行う）、基金への報告書作成等に係る業務については、代



 11

行機関に委託する。代行機関として神奈川県国民健康保険団体連合会を予定。 

委託するにあたり、健診機関等及び保険者との電子的ネットワーク接続が考えられ

るため、代行機関には個人情報を扱うことに対して「レセプトオンライン請求に係る

セキュリティに関するガイドライン」に沿った安全対策を講じることの義務づけを行

う。 

  （7） 他の健診データの受領方法の検討 

被保険者が生涯にわたり自ら健診・保健指導情報を活用し、健康づくりに役立たせ

るためには、継続したデータの管理が必要である。他の保険者からの異動等に伴う健

診・保健指導の情報提供の授受については、国が示す標準的様式により、すべて電子

データにて行う。他の保険者への情報提供については、必ず本人の同意を得たうえで

行う。 

  （8） 特定保健指導対象者の重点化 

保健指導は、行動変容のステージ（準備状態）を把握し、まずは対象者の健康意識

を確認しながら、有効な対象者に優先的に実施するが、行動ステージにあわせ、改善

できるように支援していくことが必要である。 

また、今までの保健指導の実施状況も確認し、今までに保健指導が未実施であるも

のを優先して実施していく必要がある。 

  （9） 特定健康診査の案内方法 

市広報誌・市ホームページへの掲載、特定健康診査等実施チラシの配布、及び地域

の団体や区長会、保健衛生委員などの地域の組織を活用し、特定健康診査を実施する

趣旨の普及啓発を行う。 

また、未受診者対策は、特定健康診査実施率の向上、メタボリックシンドローム該

当者・予備群の把握、早期介入に重要であるため、受診勧奨を行う。 
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  （10）年間実施スケジュール 

     年間実施スケジュールは、以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月   特定健康診査対象者の抽出   
特定健康診査・特定保健指導機関との

契約 

5 月   
（特定健康診査の開始） 

 
    

6 月   
特定健康診査データ受取費用決済 

（開始） 
  特定保健指導対象者の抽出 

7 月      
（特定保健指導の開始） 

 

8 月      
特定保健指導データ受取費用決済 

（開始） 

9 月        

10 月         

11 月         

12 月         

1 月   （特定健康診査の終了）     

2 月   
特定健康診査データ受取費用決済 

（終了） 
    

3 月       （特定保健指導の利用受付終了） 

4 月       
特定保健指導データ受取費用決済 

（終了） 

5 月 
  特定健康診査データ抽出     

  （前年度分）     

6 月   支払基金へ報告     
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第４章第４章第４章第４章    特定特定特定特定健康診査健康診査健康診査健康診査・特定保健指導の結果の通知と保存・特定保健指導の結果の通知と保存・特定保健指導の結果の通知と保存・特定保健指導の結果の通知と保存    

    

 １ 健診データの保管形式 

    被保険者の健診を実施する様々な健診機関や、労働安全衛生法に基づく健診を実施す

る事業者等から、健診データが送付されてくることとなり、複数の経路で複雑に情報の

やりとりが行われる。 

    このことから、国が示す標準様式に準じて、電子化して保存する。 

 ２ 健診データの記録の管理及び保存期間 

    健診機関等から提出された健診・保健指導のデータは、代行機関である神奈川県国民

健康保険団体連合会に管理・保管を委託する。 

    また、保存期間は５年とする。ただし、被保険者が資格を喪失し別の医療保険者に異

動した場合は、喪失日の翌年度末とする。 

 ３ 個人情報の保護 

  （1） 特定健康診査等で得られる個人情報の取り扱いに関しては、個人情報の保護に関す 

る法律、同法に基づくガイドライン及び三浦市個人情報保護条例を遵守し適切に対応

する。 

  （2） 本市が定める情報セキュリティポリシーについて周知徹底を図り、個人情報の漏洩 

防止に細心の注意を払う。 

  （3） 委託契約に際しては、個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止等を契約書に定め 

委託先の契約遵守状況を管理する。 

  （4） 特定健康診査等の実施にあたり、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する 

法律の守秘義務規定を遵守する。 

 

第５章第５章第５章第５章    計画の公表・周知及び評価計画の公表・周知及び評価計画の公表・周知及び評価計画の公表・周知及び評価    

    

 １ 市民に対する計画の公表及び周知 

特定健康診査・特定保健指導のあり方や特定保健指導の目的、内容、効果や特定健康診

査等実施計画について、市広報誌・特定健康診査等実施チラシ・市ホームページで公表し、

国民健康保険被保険者及び地域住民への周知を図る。 

 ２ 計画の評価・見直し 

国への報告内容である「特定健診・特定保健指導情報の集計情報ファイル(健診・保健指

導実施結果報告)」の評価指標や特定健診等実施計画の目標達成状況、「標準的な健診・保

健指導プログラム」の様式７「医療保険者における健診・保健指導の評価方法」等を活用

し、毎年計画の評価を行い、その結果見直しが必要な場合はすみやかに見直しを行う。 

計画の評価・見直しは、三浦市庁議設置運営規程による生活支援政策部門経営会議の中

で年１回の検討を行う。さらに、定期的な毎年の評価・見直しの他、中間年の平成２２年

度は国が行う見直しにあわせた検討を行う。 

 

 

 


